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【協会けんぽ秋田支部】 018（883）1800【協会けんぽ秋田支部】 018（883）1800

メルマガ・LINE登録募集中
健康保険の最新情報を

毎月無料でお届けします！

協会けんぽ秋田支部データ
令和8年1月末現在の確定値

（ ）内は対前年同月比

事業所数 16,642社 （78社）
 被保険者数 188,865人 （△2,603人）
被扶養者数 90,739人 （△5,643人）
平均標準
報酬月額 271,045円 （6,448円）

メルマガ LINE

「薬局」等でも健康サポート（特定保健指導）を受けられること知っていますか？「薬局」等でも健康サポート（特定保健指導）を受けられること知っていますか？

全国健康保険協会  秋田支部

　協会けんぽからの訪問案内が届いた方が対象となる健康サポート（特定保健指導）は、協会けんぽの保健師・管理
栄養士による事業所訪問のほかに、下記の薬局等でも受けることができます！
　ご希望の方は、以下の流れでご予約をお願いいたします。

①協会けんぽ秋田支部に事業所訪問中止の連絡(018-883-1800)をお願いします。
②健康保険の資格が確認できるもの、協会けんぽより届いた封筒をご準備のうえ、　　　
　下記実施機関一覧からご希望の薬局等に直接お電話でお申し込みください。
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ご予約の
流れ

特定保健指導　実施機関一覧

健康保険
あきた
職場内で掲示・回覧をお願いします！

実施機関名 電話番号 住所 平日 土曜 日曜・祝日 Web
県北地区
佐野薬局四小前店 0185-74-5121 能代市字藤山112-2 〇 〇(午前中) － 〇
ひなげし薬局 0185-74-6439 能代市寿域長根55-21 〇 〇(午前中) － －
くまがい診療所 0186-59-7700 大館市池内田中180-1 〇 〇 〇 〇
秋田市・ 県央地区
市立秋田総合病院 0570-01-4171 秋田市川元松丘町4-30 〇(水金午後) － － －
日本調剤　秋田薬局 018-853-0386 秋田市広面蓮沼44-2 〇 〇(午前中) － 〇
佐野薬局本店 018-823-9361 秋田市保戸野通町3-31 〇 〇 〇 〇
佐野薬局広面店 018-831-8001 秋田市広面字堤敷25-1 〇 〇　 〇(日曜) 〇
佐野薬局中央店 018-824-6222 秋田市川元山下町7-35 〇 － 〇(日曜午前中) 〇
佐野薬局東通店 018-853-1660 秋田市広面字野添54 〇 〇(午前中) － 〇
追分佐野薬局 018-873-7002 秋田市下新城中野字琵琶沼226-1 〇 〇(午前中) － 〇
佐野薬局八橋大畑店 018-853-8603 秋田市八橋大畑2-3-2 〇(月火水金) 〇(午前中) － 〇
佐野薬局御野場店 018-853-6722 秋田市仁井田本町5-7-6 〇 〇 － 〇
佐野薬局城東店 018-853-0038 秋田市広面字鍋沼93-6　　 〇 〇(午前中) － 〇
なでしこ薬局 018-893-6800 秋田市山王新町19-30 〇(月火水金、水は午前のみ) 〇(午前中) － －
ユーカリ薬局 018-874-9101 秋田市飯島長山下128-4 〇(木は午前のみ) 〇(午前中) － －
いずみメイプル薬局 018-874-8555 秋田市泉東町8-58 〇 〇(午前中) － －
たんぽぽ薬局 018-896-5025 秋田市新屋松美ガ丘東町2-9 〇(水は午前のみ) 〇(午前中) － －
ラベンダー薬局 018-867-8338 秋田市泉南3-18-11 〇 〇(午前中) － －
オレンジ薬局 018-884-1717 秋田市中通4-1-2 〇 〇(午前中) － －
オリーブ薬局 018-874-8639 潟上市天王字追分西2-66 〇(水は午前のみ) 〇(午前中) － －
アイリス薬局 018-835-6040 秋田市牛島東5-9-39 〇 〇(午前中) － －
由利本荘地区
池田薬局あら町店 0184-74-7021 由利本荘市荒町字真城72 〇 〇（午前中） － 〇
県南地区
佐野薬局角館店 0187-49-6266 仙北市角館町西田99-3 〇 〇(午前中) － 〇
佐野薬局日の出町店 0187-88-8400 大仙市大曲日の出町2-7-6 〇(木は午前のみ) 〇(第1.3.5可) － 〇
池田薬局さくらんぼ通り店 0182-55-2155 横手市十文字町海道下89-4 〇 〇(午前中) － 〇



協会けんぽ秋田支部からのお知らせ「健康保険あきた令和8年6月号」

従業員様への受診勧奨にご協力をお願いいたします。従業員様への受診勧奨にご協力をお願いいたします。

電子申請がはじまりました。電子申請がはじまりました。

自覚症状がなくても医療機関を受診しましょう  

健診結果が「要治療」・「要精密検査」の従業員様へお声がけをお願いいたします。

　協会けんぽでは、令和8年1月13日より、各種申請手続きの電子申請サービスを開始しました。「郵送」の時間や費
用をかけず、オンラインで申請ができ、進捗状況等も確認できます。非常に便利ですので、ぜひご利用ください。

PCでもスマホでも
4ステップでカンタン申請

詳細については、電子
申請に関するページを
ご確認ください。

ウェブサイトまたはアプ
リからログインして申
請したい申請書を選択

マイナンバーカードを
利用して協会けんぽの
資格情報を取得

入力フォーマットに必
要事項を入力し添付
書類は電子ファイルを
アップロード

申請手続き完了です！

生活習慣病（糖尿病、脳血管疾患、心疾患、がん）は自覚症状がないまま徐々に進行するため、治療せずに
放置すると重篤な病気が発症し、非常に危険です。早期受診により、未然に防ぐことが重要です。

仕事が忙しいなどの理由により、特定保健指導や医療機関等に受診されない方が多くいらっしゃいます。
大切な従業員様が、今後も健康で働き続けられるよう、事業主・ご担当者様より、医療機関等への受診勧奨をしていただ
きますようお願いいたします。

　秋田支部では、毎年5,000名以上が特定保健指導を受けていただき、生活習慣や検査値の改善につながってお
ります。また、特定保健指導の実施率や対象者の減少率が都道府県支部ごとの健康保険料率の引き下げにもつな
がります。引き続き、事業所様のご理解とご協力をお願いいたします。

I N F O RMA T I O N

ご利用可能時間

8時〜21時平
日


